
魚津市告示第122号 

 

魚津市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等補助事業実施要綱の 

一部改正について 

魚津市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等補助事業実施要綱（平成27年魚

津市告示第67号）の一部を次のように改正する。 

 

令和４年10月14日 

 

魚津市長  村椿  晃   

 

 

 

第３条第２項第２号を次のように改める。 

（２） 別表第２に定める補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定

等に関する基準（平成18年厚生労働省告示第528号。以下「告示」とい

う。）に規定する基本構造を満たす補聴器又は別表３に定める告示によ

る基本構造等によることができない補聴器（以下「特例補聴器」という

。）であること。 

第３条第４項中「別表第２」の次に「又は別表第３の」を加える。 

第４条第１項第１号中「別表第２」の次に「又は別表第３」を加え、「種

類欄に定める区分」を「種類」に改める。 

第５条中第３号を削り、第４号を第３号とする。 

別表第２を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第２（第３条関係）  

対象補聴器及び購入（更新）基準  

区分  種類  
基準価格  

（円／台）  
対象品目  

補聴器  高度難聴用ポケット

型  
41,600 

① 補 聴 器 本 体 （ 電 池 を 含

む。）  
②イヤモールド  
（ イ ヤ モ ー ル ド 分 9,000円

を基準価格に加算する。）  

 
高度難聴用耳かけ型  43,900 

 重度難聴用ポケット

型  
55,800 

 重度難聴用耳かけ型  67,300 

 耳あな型（レディメ

イド）  
87,000 

 耳 あ な 型 （ オ ー ダ ー

メイド）  
137,000 

補 聴 器 本 体 （ 電 池 を 含

む。）  
 

骨導式ポケット型  70,100 

① 補 聴 器 本 体 （ 電 池 を 含

む。）  
②骨導レシーバー  
③へッドバンド  

 

骨導式眼鏡型  120,000 

① 補 聴 器 本 体 （ 電 池 を 含

む。）  
②平面レンズ（レンズ１枚

に つ き 3,600円 を 基 準 価 格

に加算する。）  
補聴支

援機器  補聴システム 
92,000 受信機本体 

 128,000 ワイヤレスマイク本体 

備考 上記補聴器支給の要件及び消費税等の取扱いについては、補装具費

支給事務取扱指針について（平成30年３月23日付け障発0323第31号厚生

労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）に準ずるものとする。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第２の次に次の１表を加える。 

別表第３（第３条関係） 

対象補聴器及び購入（更新）基準（特例補聴器） 

区分  種類  
基準価格  

（円／台）  
対象品目  

補聴器  軟骨伝導式補聴器  175,000 補 聴 器 本 体 （ 電 池 を 含

む。）  
備考 特例補聴器とする場合は、富山県障害者相談センターの判定又は意

見に基づき決定するものとする。 

様式第２号から様式第４号までを次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第２号（第５条関係） 

軽度・中等度難聴児補聴器購入費等補助事業 医師意見書  

氏  名     年  月  日生（   歳） 

住  所  

診 断 名  
※４分法平均聴力を記入してください。 

 
聴力検査の種類 
（COR・プレイオージオメトリー・純音聴力検査） 
 
 オージオメータの型式             
検査日（    年  月  日） 
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ABR、ASSR などの検査も総合した聴力であれば、

備考欄にその旨を記載してください。 
【備考】 

 

 右耳 左耳 

聴力レベル      ｄB ｄB 

障害の種類 
・伝 音 難 聴 ・混 合 難 聴 
・感 音 難 聴 

鼓膜の状態 

   

  
 

補聴器の種類 
（処  方） 

 
耳かけ型 

重 度 難 聴 用 （右・左） 

 
高 度 難 聴 用 （右・左） 

 
ポケット型 

重 度 難 聴 用 （右・左） 

 
高 度 難 聴 用 （右・左） 

 
骨導式（ポケット型・眼鏡型）（右・左） 

 
耳あな型（レディメイド・オーダーメイド）（右・左） 

 
イヤモールド（右・左） 
 
補 聴 シ ス テ ム （ 受 信 機 )  （ 右 ・ 左 ） 

 

（ワイヤレスマイク） 

 

 軟骨伝導式補聴器（右・左） 
現在までの障害

の状況（治療の

内容、期間及び

経過）・意見をご

記入ください。 

 
 
 
 
 
 

補聴器を必要と

する理由及び 
具体的効果（言

語の習得や生活

能力の向上に寄

与するなど） 
※補聴器の装用によ

る具体的効果、両耳装

用、耳あな型補聴器や

イヤモールドが必要

な理由等をご記入く

ださい。 

 

１ 意見書の記載は、県が実施する新生児聴覚検査事業における精密検査機関に属する医師に限る。 
２ 難聴児の補聴器の交付は、教育・生活上等真に必要と認めた場合、両耳装用として２台交付することができる。 
３ 当該児が障害者総合支援法に基づく支給等に該当する場合、そちらを優先することとする。 

上記のとおり意見する。 
  年  月  日  所在地 

             医療機関名 
                 医師氏名                          

 

Hz 

100 

110 

0 

※気導・骨導聴力をご記入ください。 



様式第３号（第６条関係） 
 
 

軽度・中等度難聴児補聴器購入費等 

補助金交付決定通知書  

 

 

                           魚津市指令第    号 

 

                               年  月  日 

 

 

                  様 

 

 

                           魚津市長      印 

 

 

年  月  日付けで申請のありました軽度・中等度難聴児補聴器購入費

等補助金の交付につきましては、次のとおり決定しましたので通知します。 

 

交 付 番 号            
 

   第          号 

 

 交付決定 

 年 月 日          

 

 

     年  月  日 

 

対象児の氏名 

 

    

 

 

対象とする 
 
補聴器の種類 

 

 

 
 
決定業者 

 

  

 

購入費等の額 

①＝②＋③ 

  

 

       円 

 

 自 己 

負担額 

② 

       円 

 

 

 

 公 費 

 負担額 

③ 

      円 

 

 

 

 注 意 事 項            

 

補聴器購入後は速やかに、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等請求書

及び補聴器購入費等の領収書を提出ください。 

 



様式第４号（第６条関係） 
 
 

軽度・中等度難聴児補聴器購入費等補助金 

交付申請却下通知書 

 

 

                           魚津市指令第    号 

 

                               年  月  日 

 

 

                 様 

 

 

 

 

                        魚津市長      印 

 

 

 

      年  月  日付けで申請のありました軽度・中等度難聴児補聴器購

入費等補助金の交付につきましては、下記の理由により却下することに決定しま

したので、通知します。 

 

 

                   記 

 

  却下した理由 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、公表の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この告示の施行の際、この告示による改正前の様式（以下「旧様式」と

いう。）により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によ

るものとみなす。 

３ この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の

間所要の調整をして使用することができる。 

 

 

 


